
見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

根 拠 法 令 地方公営企業法施行令第21条の13第１項第2号

埋設圧送管路等机上スクリーニング調査業務

処理施設課

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　上記業者は、現場で管内の腐食状況を直接確認し、劣化度を診断・評価するための「ガ
イド挿入式カメラ」を開発し、有している唯一の業者である。
　埋設圧送管路等調査は、机上スクリーニング、現地踏査、硫酸腐食の現地調査診断の３
段階からなり、本業務は、現地調査の前段となる机上スクリーニングを行うものであり、
埋設圧送管路等（ダクタイル鋳鉄管）について、硫酸腐食の危険推定箇所を効率的に抽出
し、抽出された箇所にある空気弁を利用して硫酸腐食の有無を視覚調査にて実施できるか
否かを判定するものである。
　劣化度を診断・評価するためには、机上スクリーニングによって腐食が進んでいる箇所
を確実に抽出することが不可欠であり、本業務を確実かつ円滑に実施するためには、現地
調査に使用するカメラの開発技術及び現地調査のノウハウを有することが必要不可欠であ
る。
　上記業者は、当該調査業務の履行に係る技術情報及び技術力を有し、的確な履行が実施
できる唯一の業者であることから特定とする。

（株）クボタ北海道支社 13512Y


